
平
成
二
十
二
年
八
月
四
日
提
出

質

問

第

四

七

号

児
童
虐
待
防
止
の
徹
底
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

秋

葉

賢

也
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児
童
虐
待
防
止
の
徹
底
に
関
す
る
質
問
主
意
書

児
童
虐
待
防
止
法
は
平
成
一
九
年
に
改
正
さ
れ
、
児
童
の
安
全
確
認
等
の
立
入
調
査
等
に
関
す
る
都
道
府
県
等
の
権
限
が
強

化
さ
れ
た
。
ま
た
平
成
二
〇
年
の
児
童
福
祉
法
改
正
に
よ
り
、
生
後
四
ヶ
月
ま
で
の
新
生
児
が
い
る
全
家
庭
を
訪
問
す
る
「
乳

児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
」
と
、
健
診
未
受
診
児
が
い
る
家
庭
等
に
対
す
る
「
育
児
支
援
訪
問
事
業
」
が
法
定
化
さ
れ
、
平
成
二

一
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
児
童
虐
待
の
発
生
予
防
、
早
期
発
見
、
早
期
対
応
に
関
す
る
法
制
度
は
整

備
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
児
童
虐
待
に
よ
る
痛
ま
し
い
事
件
が
後
を
絶
た
な
い
。
そ
こ
で
、
先
の
通
常
国
会
で
私

が
提
出
し
た
質
問
主
意
書
（
質
問
第
二
九
七
号
児
童
虐
待
防
止
に
関
す
る
質
問
主
意
書
）
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七

四
第
二
九
七
号
）
を
踏
ま
え
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
う
か
が
う
。

一

改
正
児
童
虐
待
防
止
法
で
は
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
の
出
頭
要
求
や
立
入
調
査
を
保
護
者
に
拒
否
さ
れ
た
場
合
に
、
裁
判

所
の
許
可
状
を
得
て
臨
検
又
は
捜
索
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
実
際
に
臨
検
又
は
捜
索
が
実
施
さ
れ
た
事
例

は
、
平
成
二
〇
年
度
で
は
四
万
二
六
六
四
件
に
上
る
相
談
対
応
件
数
の
う
ち
二
件
、
平
成
二
一
年
度
の
速
報
値
で
は
四
万
四

二
一
〇
件
の
う
ち
わ
ず
か
に
一
件
の
み
と
な
っ
て
お
り
、
制
度
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

�

制
度
が
上
手
く
機
能
し
て
い
な
い
原
因
と
し
て
は
、
必
要
書
類
の
作
成
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
や
手
続
が
煩
雑
で
あ
る

一



こ
と
、
客
観
的
で
明
確
な
基
準
が
な
い
が
ゆ
え
の
判
断
の
難
し
さ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
答
弁
書
「
一
の
�
に

つ
い
て
」
で
、
「
臨
検
又
は
捜
索
（
以
下
「
臨
検
等
」
と
い
う
。
）
を
積
極
的
に
実
施
す
る
よ
う
、
（
中
略
）
改
め
て
周

知
徹
底
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
臨
検
又
は
捜
索
の
実
施
率
が
極
め
て
低
い
こ
と
の
理
由
を
ど

の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
現
行
制
度
の
下
で
、
必
要
な
「
臨
検
又
は
捜
索
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
取
り
組

み
は
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

�

現
行
の
ま
ま
で
運
用
を
促
進
す
る
だ
け
で
な
く
、
制
度
の
使
い
に
く
さ
を
改
め
、
よ
り
実
効
的
な
「
臨
検
又
は
捜
索
」

が
行
え
る
よ
う
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
よ
り
実
効
的
な
制
度
と
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
対
策
が
必
要
だ
と
考
え

て
い
る
か
。
運
用
の
改
善
策
を
考
え
て
お
ら
れ
る
な
ら
ば
、
具
体
的
な
実
行
の
工
程
を
お
示
し
頂
き
た
い
。

�

同
答
弁
書
に
よ
れ
ば
、
本
年
四
月
に
全
国
の
児
童
相
談
所
長
等
を
対
象
と
し
て
臨
時
の
会
議
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
答
弁
を
読
む
に
、
周
知
徹
底
を
図
る
以
外
に
具
体
的
な
内
容
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
会
議
で
は
ど
の
よ
う
な
議
論

が
な
さ
れ
、
何
が
改
善
さ
れ
た
の
か
。
七
月
末
に
大
阪
市
で
児
童
虐
待
の
事
件
が
発
覚
し
た
が
、
会
議
の
内
容
は
十
分
に

活
か
さ
れ
た
と
お
考
え
か
。

二

児
童
福
祉
法
に
よ
れ
ば
、
正
当
な
理
由
な
く
立
入
調
査
を
拒
否
し
た
保
護
者
に
は
罰
則
が
科
さ
れ
る
。 二



�

同
答
弁
書
「
二
の
�
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
罰
則
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
効
果
的

な
制
度
運
用
の
た
め
に
も
、
適
用
状
況
を
把
握
し
た
上
で
保
護
者
に
適
切
な
指
導
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ま
で

適
用
状
況
を
把
握
し
な
か
っ
た
理
由
及
び
今
後
調
査
す
る
見
込
み
の
有
無
を
う
か
が
い
た
い
。

�

七
月
末
に
大
阪
で
発
覚
し
た
児
童
虐
待
の
事
例
で
は
、
児
童
相
談
所
の
市
こ
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
が
数
度
に
わ
た
っ
て

現
場
の
部
屋
を
訪
問
し
た
が
、
住
民
登
録
も
な
く
、
保
護
者
と
接
触
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な

事
例
で
は
、
同
法
の
罰
則
規
定
は
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
後
は
こ
う
い
っ
た
場
合
に
も
対
応
で
き
る
制
度
を
設

け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
及
び
制
度
改
正
の
見
込
み
を
う
か
が
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


